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                                                               ※下線部は課題を計画に反映した箇所、ゴシック太字は新たに計画に追加した項目 
病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

診
療
科
目 

14 診療科 
 
内科 
消化器内科 
循環器内科 
外科 
脳神経外科 
整形外科 
形成外科 
小児科 
腎臓泌尿器科 
産婦人科 
リハビリテーション科 
放射線科 
救急科 
麻酔科 
 
上記以外の診療科については、市民ニ
ーズ等の必要に応じて、指定管理者と
協議し、追加できるものとします。 

15 診療科 
 
内科 
消化器内科 
循環器内科 
外科 
脳神経外科 
整形外科 
形成外科 
小児科 
腎臓泌尿器科 
産婦人科 
リハビリテーション科 
放射線科 
救急科 
麻酔科 
血管外科（平成 28 年 7 月～） 
 
 
診察日・診察時間 
・診察日 
 月曜日～土曜日 
（祝日、年末年始(12/31～1/3)を除く） 
・診察時間 
 午前診察 9：00～12：00 
 夕方診察 17：00～19：00 

(土曜日除く) 
・受付時間 
 午前診察 8：00～12：00 
 夕方診察 16：30～19：00 

(土曜日除く) 
 
 既存の診療科について、医療内容の
充実を図りました。 
 

16 診療科  
 
内科 
消化器内科 
循環器内科 
外科 
脳神経外科 
整形外科 
形成外科 
小児科 
腎臓泌尿器科 
産婦人科 
リハビリテーション科 
放射線科 
救急科 
麻酔科 
血管外科 
皮膚科（平成 29 年 4 月～） 
 
診察日・診察時間 
・診察日 
 月曜日～土曜日 
（祝日、年末年始(12/31～1/3)を除く） 
・診察時間 
 午前診察 9：00～12：00 
 夕方診察 17：00～19：00 

(土曜日除く) 
・受付時間 
 午前診察 8：00～12：00 
 夕方診察 16：30～19：00 

(土曜日除く) 
 

皮膚科の常勤医師の確保により、皮膚
科を追加標榜しました。 
 
形成外科の常勤医師が 1 名から 2 名と

なったことにより、レーザー外来を開設
しました。 
 
   
   

 
     

16 診療科 
 
内科 
消化器内科 
循環器内科 
外科 
脳神経外科 
整形外科 
形成外科 
小児科 
腎臓泌尿器科 
産婦人科 
リハビリテーション科 
放射線科 
救急科 
麻酔科 
血管外科 
皮膚科 
 
診察日・診察時間 
・診察日 
 月曜日～土曜日（祝日、年末年始(12/31～1/3)を除く） 
・診察時間 
 午前診察 9：00～12：00 
 夕方診察 17：00～19：00 (土曜日除く) 
・受付時間 
 午前診察 8：00～12：00 
 夕方診察 16：30～19：00 (土曜日除く) 

 
既存の診療科について、常勤医師の確保やより高次、専門性の高い医

療機関との連携体制の構築を図ります。 
 また、診療科の追加標榜又は専門外来の開設については、市と連携して、
市内の医療需要や患者動向の把握に努めます。 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

病
床
数 

 
病床数  210 床 
 
ＩＣＵ   7 床 
小児科   20 床 
産婦人科 20 床 
内科系  79 床 
外科系  84 床 
 

（平成 29 年 3 月 31 日） 
実稼働可能病床数  146 床 
 
小児科    4 床 
産婦人科 18 床 
内科系  76 床 
外科系  48 床 
 
病棟編成 
4 病棟、10 対 1 看護基準 
 
許可病床 210 床のうち稼働病床は
146 床でした。次年度フルオープンを
目指します。 

（平成 29 年 9 月 30 日） 
実稼働可能病床数  151 床 
（達成率：72％） 
小児科    4 床 
産婦人科 18 床 
内科系  76 床 
外科系  53 床 
 
病棟編成 
3 病棟、10 対 1 看護基準 
 
4 階西病棟 
 産婦人科と女性の一般患者を対象とし 
た混合病棟  

 
4 階東病棟 
 外科、消化器内科、腎臓泌尿器科、小 
児科 

 
5 階西病棟 
 循環器内科、形成外科、一般内科 
 
許可病床 210床のうち稼働可能病床数

は 151 床でした。今年度フルオープンを
目指します。 

○平成 28 年度実施状況調査 
・フルオープンするためには、看護師を
増員する必要がある。 
・HCU を稼動させるためには、当直が可
能な常勤医師を確保する必要がある。 

 

●平成 29 年度中間報告 
・HCU を稼動させるためには、平日は概
ね常勤医師の当直体制ができているも
のの、土日祝については非常勤医師が
当直しているため、土日祝についても
常勤医師が当直する体制を整える必要
がある。 

 

 
 

（平成 31 年 3 月 31 日） 
実稼動可能病床数 210 床 
 
小児科  5 床 
産婦人科 20 床 
内科系   87 床 
外科系   91 床 
HCU   7 床 
 
病棟編成 

5 病棟、10 対 1 看護基準 
 
急性期病床 210 床をフルオープンすることで、がん患者等の市外、県外

へ流出傾向にある患者の市内回帰を促進します。 
入院医療に対応できる常勤医師の確保に取り組み、既存病床の稼働率の

向上を目指します。 
また、重症患者の増加に対応すべくＨＣＵの早期運用を目指します。 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

人
員
体
制 

 
人員体制については、開院当初は、1
日平均想定患者数（外来 300 名、入院
140 名と仮定）による医療法規定人員
数に基づき、次のとおり整えます。 

職種 人数
医師 25名
看護師 80名
薬剤師 6名
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
放射線技師 6名
検査技師 7名
栄養士 2名
看護助手 29名
事務職員等 40名
合計 198名

3名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成 29 年 3 月 31 日現在） 
常勤換算数

内科 3.2名
消化器内科 1.2名
循環器内科 2.0名
外科 1.9名
脳神経外科 0.3名
整形外科 1.0名
形成外科 1.1名
小児科 1.4名
腎臓泌尿器科 2.5名
産婦人科 1.3名
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 0.0名
放射線科 1.0名
救急科 0.0名
麻酔科 2.0名
血管外科 (1.0名)
計 18.9名
外来部門 32.2名
入院部門 52.8名
内)准看護師 5.0名
内)助産師 7.2名
内)保健師 1.0名
計 85.0名
薬剤師 7.8名
理学療法士 3.0名
作業療法士 1.0名
言語聴覚士 1.0名
放射線技師 7.0名
検査技師 6.0名
栄養士 2.0名
看護助手 11.0名
臨床工学士 3.0名
事務職員等 38.2名

183.9名

医
師

看
護
師

そ
の
他

合計  
 
 
○医療従事者の確保について 
（医師の確保） 
 常勤医師が不足している脳神経外
科、産婦人科、小児科、整形外科等の
診療科を中心に、グループ他病院から
の人事異動の要請、勤務希望者の募
集、大学等関係機関への継続した働き
かけを行いました。 
 医師事務作業補助者を増員し外来
等へ配置し、医師の業務負担の軽減を
図るなど勤務環境の改善を行いまし
た。 
 
（看護師、医療スタッフ等の確保） 
 学生実習の積極的な受け入れ、院内
保育所の運営、多様な勤務形態の導入
等を行いました。 
 研修制度の充実や病院が必要と判
断した資格取得のための支援など、専
門的な知識と技術を持った人材の確
保・育成に取り組みました。  
 
  
 

 

（平成 29 年 9 月 30 日現在） 
常勤換算数

内科 4.5名
消化器内科 1.1名
循環器内科 2.0名
外科 3.0名
脳神経外科 0.3名
整形外科 1.0名
形成外科 2.0名
小児科 0.4名
腎臓泌尿器科 2.4名
産婦人科 1.6名
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 0.0名
放射線科 1.0名
救急科 0.0名
麻酔科 1.6名
血管外科 （2.0名）
皮膚科 1.0名

計 22.9名
外来部門 39.2名
入院部門 66.6名
内)准看護師 5.0名
内)助産師 9.2名
内)保健師 0.0名

計 105.8名
薬剤師 8.7名
理学療法士 6.0名
作業療法士 1.0名
言語聴覚士 1.0名
放射線技師 6.0名
検査技師 6.0名
栄養士 3.0名
看護助手 14.0名
臨床工学技士 3.0名
事務職員等 40.1名

計 88.8名
217.5名

医
師

看
護
師

合計

そ
の
他

 
 
○医療従事者の確保について 
（常勤医師の確保） 
グループ他病院からの人事異動の要

請、病院ホームページ等による勤務希望
者の募集等を行い、常勤医師を確保しま
した。 
医師事務作業補助者を増員し外来等へ

配置し、医師の業務負担の軽減を図るな
ど勤務環境の改善を行いました。 
 
 
 
 
（看護師、医療スタッフ等の確保） 
・学生実習の受入 
・院内保育所の運営 
・再就職支援のための研修 
・時短勤務の導入等 
・研修制度の充実 
新人看護職員研修  
5/20 5 名参加、6/24 5 名参加 

・資格取得のための支援 
看護補助者活用のための看護管理者研
修、退院支援看護師養成研修、認知症
対応力向上研修など 

 

○平成 28 年度実施状況調査 
・常勤医師がいない脳神経外科、医師の
退職により常勤医師が 1 名となった内
科、消化器内科、外科の常勤医師を確保
する必要がある。 
・産婦人科や小児科の診療内容を充実
させるため、常勤医師を２名以上確保
する必要がある。 
 
●平成 29 年度中間報告 
・常勤医師の確保により、内科、外科、
形成外科については常勤医師が２名以
上の体制となっているものの、常勤医
師がいない脳神経外科、小児科、常勤医
師が１名体制の消化器内科、整形外科、
産婦人科、麻酔科については、常勤医師
を確保する取組を引き続き実施する必
要がある。 
・リハビリテーション科については、平
日は理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士等のスタッフにより実施ができてい
るものの、土日祝の稼動を目指すため
には、作業療法士、言語聴覚士を確保す
る取組を引き続き実施する必要があ
る。 

（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

内科

消化器内科

循環器内科

外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

小児科

腎臓泌尿器科
産婦人科

リハビリテーション科

放射線科

救急科

麻酔科

血管外科

皮膚科

外来部門

入院部門

内）准看護師

内）助産師

内）保健師

薬剤師

理学療法士

作業療法士
言語聴覚士
放射線技師
検査技師
栄養士
看護助手
臨床工学技士
事務職員他

3 名

2 名

2 名

常勤

医
師

2 名

2 名

2 名

2 名

1 名

1 名

2 名

2 名

2 名

看
護
師

50 名

97 名

1 名

2 名

1 名

5 名

13 名

1 名

1 名

計 28 名

計 147 名

12 名

10 名

2 名

50 名
合計 287 名

3 名
15 名
3 名

そ
の
他

2 名
8 名
7 名

 

 
○医療従事者の確保の方法について 
（医師の確保） 
 特に常勤医師が不足している脳神経外科、小児科、整形外科、産婦人
科、消化器内科、麻酔科の診療科を中心に、グループ他病院からの人事
異動の要請、勤務希望者の募集、大学等関係機関への継続した働きかけ
を行います。 
 医師事務作業補助者を外来等へ配置し、医師の業務負担の軽減を図る
など、引き続き勤務環境の改善を行います。 
 
（看護師、医療スタッフ等の確保） 
 引き続き学生実習の積極的な受け入れ、院内保育所の運営、再就職支
援のための研修、多様な勤務形態の導入等を行います。 
研修制度の充実や病院が必要と判断した資格取得のための支援など、専

門的な知識と技術を持った人材の確保・育成に継続して取り組みます。 
リハビリテーション科については、理学療法の日・祝の実施を目指し、

理学療法士の増員を図ります。また、作業療法士、言語聴覚士についても
引き続き確保に取り組みます。 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

患
者
数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 日平均患者数 

入院 外来
4月 85.3人 104.8人
5月 79.2人 108.1人
6月 70.6人 118.0人
7月 79.8人 108.8人
8月 105.4人 119.9人
9月 92.0人 113.8人
10月 93.4人 115.1人
11月 90.8人 132.2人
12月 93.0人 141.1人
1月 113.1人 129.1人
2月 118.9人 131.1人
3月 110.0人 126.5人

年間平均 94.2人 120.7人
達成率 95.6% 91.4%  

 
○入院・外来患者数の増加に向けた取
組 
 市民や地域の医療機関へ、市立病院
の医療に関する必要な情報をそれぞ
れ積極的に提供し、入院・外来患者数
の増加を図りました。 
 
（市民への周知の取組） 
・ホームページ等による広報活動の
充実 
 
・医療講演会（自治会等各種団体への

出張講座含む）の内容の充実 
 
・患者への相談窓口（来院・電話）の
充実 
 
 
 
（地域の医療機関への周知の取組） 
 
・地域の医療機関への情報提供等訪

問回数の増加 
 
・病診連携懇話会の開催 2/23 30
名参加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 日平均患者数 
入院 外来

4月 102.9人 124.0人
5月 114.1人 146.7人
6月 125.3人 168.7人
7月 123.5人 158.8人
8月 100.6人 177.9人
9月 109.7人 176.4人

上半期平均 112.7人 158.8人  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○入院・外来患者数の増加に向けた取
組 
 市民や地域の医療機関へ、市立病院
の医療に関する必要な情報をそれぞれ
積極的に提供し、入院・外来患者数の増
加を図りました。 
 
（市民への周知の取組） 
・ホームページ等による広報活動の充
実 
・Facebook による情報発信を開始 
・1 階売店前から 1 階中央待合に情報発
信モニターを移設 
 
・医療講演会 
 25 講座 参加者 1,262 名 
 
・電話受付の専属職員を配置 
 
（地域の医療機関への周知の取組） 
・地域の医療機関への情報提供等訪問
回数 
87 件 

 
・病診連携懇話会は 1 月に開催予定 
                                            

○平成 28 年度実施状況調査 
・入院患者が減少している小児科につい
て、当直が可能な小児科の常勤医師を確保
する必要がある。 
・外来患者数が減少している消化器内科に
ついて、常勤医師を増やす必要がある。 
・診療科が増えたり、新たな常勤医師を確
保した場合などは、それにより充実した医
療内容について市民や地域の医療機関へ
積極的に情報提供していく必要がある。 

 
●平成 29 年度中間報告 
・小児の二次救急をはじめ、小児二次医療
を行うため、小児科の常勤医師を確保する
必要がある。 
・内科、消化器内科のさらなる患者数増を
図るため、常勤医師を増やす必要がある。 
・整形外科の患者ニーズ(待ち時間の解消、
外来診察日の増)に対応するため、常勤医
師の増員が必要である。 

 

 

1 日平均患者数 

人

人

10月 150.2 人 197.5 人

145.0

人

人

人 187.1 人

人

人

人

入院 外来

 9月

 6月

 7月

140.1

人

165.1

193.1

181.3

208.4

人

人

192.0 人

204.4 人

150.1

150.0

145.0

 5月

 1月

人

人

 4月 人 178.8140.1

 8月

150.0

人 204.5 人

183.3

140.2

183.1

人

157.4 人

219.0

160.4 人

12月

 2月

 3月 168.0

人年間平均

人

155.2

11月

 
 
 
○入院・外来患者数の増加に向けた取組 
 常勤医師の確保、地域医療機関との連携推進のほか、市立病院の医療に
関する必要な情報を積極的に提供することにより、入院・外来患者数の増
加を目指します。 
 
 
 
（市民への周知の取組） 
・ホームページ、ＳＮＳ（ツイッター、Face book)、病院だより、鉄道の
車内広告等による広報活動の充実 
・医療講演会（自治会等各種団体への出張講座含む）の内容の充実 
・患者への案内窓口（来院・電話）対応職員の増員 
 
 
 
 
 
 
 
（地域の医療機関への周知の取組） 
・市と連携した地域の医療機関への情報提供の推進 
・病診連携懇話会の開催 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 
１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○質の高い医療の提供 
生駒市の地域医療の問題点を踏まえ、政策
的に実施すべき医療事業を確実に実施し、
市民満足度の高い、質の高い医療を提供す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

患者中心の市民満足度の高い、質の
高い医療を目指し、最新の設備を配置
し、患者にとってベストな治療・ケア
を行いました。 
 腹腔鏡下手術やダ・ヴィンチ手術
等、患者の身体への負担が少ない低侵
襲手術に取り組みました。  
 患者の意見に基づき、医療やサービ
ス等が適切であるかどうかを検討し、
改善を行いました。 
 
○医療サービスについて 
・手術件数（全体） 870 件 
 
・分娩件数      97 件 
 
・産科交流会 
※母子同士の交流、育児情報の提供
等、産後のサポートを行いました。  
 12/10  27 家族参加 
 （当院で生まれたお子様 18 人） 
 
・医療機器等の整備 
（導入機器） 
・輸液ポンプ・シリンジポンプの増設 
・人工透析装置の増設 5 台、透析液供

給装置設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○患者満足度の向上について 
・ご意見箱の内容に対応 
 ご意見箱の意見及びそれに対する

改善の取組について、対応の掲示お
よび生駒市立病院管理運営協議会
へ報告しました。 

 
・院内スタッフ対象の接遇研修の実
施 
 
 
 
 
 
 
 

患者中心の市民満足度の高い、質の
高い医療を目指し、最新の設備を配置
し、患者にとってベストな治療・ケアを
行いました。 
 腹腔鏡下手術やダ・ヴィンチ手術等、
患者の身体への負担が少ない低侵襲手
術に取り組みました。  
 患者の意見に基づき、医療やサービ
ス等が適切であるかどうかを検討し、
改善を行いました。 
 
○医療サービスについて 
・手術件数（全体） 577 件 
  
・分娩件数      43 件 
 
・産科交流会  

7/8 21 組 67 名の家族が参加 
 
 
 
 
・医療機器等の整備 
（導入機器） 
・新病棟を開設するため、心電図モニタ
ーを増設 

・形成外科にレーザー機器を導入 
 
・形成外科 
「難治性潰瘍の治療のための PRP 療
法」の提供を実施しています。 
・消化器内科 
「水浸法」という無痛の大腸内視鏡検
査を実施しています。 
・腎臓泌尿器科 
増加が顕著な前立腺がんの早期診断・
治療を目指して腫瘍マーカー（PSA)に
よるスクリーニングや前立腺生検を積
極的に実施しています。 
・人工透析室 
バスキュラーアクセスセンターを開設
し、血液透析導入にあたっての血管ア
クセスの作成、 血管エコーやシャント
造影検査、カテーテルによる血管拡張
術・血栓除去術などを駆使したバスキ
ュラーアクセスの管理に取り組んでい
ます。 
 
○患者満足度の向上について 
・入院・外来患者アンケート調査実施 
（Ｈ29.5） 
患者満足度（総合評価の評点） 
入院 80.6 点（有効件数 102 件） 
外来 79.3 点（有効件数 407 件） 
 

 
・ご意見箱の内容に対応 
ご意見箱の意見による改善の取組につ
いて、1 階中央待合室の掲示板に掲示す
るとともに、情報発信モニターに掲載
しました。また、生駒市立病院管理運営
協議会へ報告しました。 
 
 

○平成 28 年度実施状況調査 
・平成２８年度は患者アンケートを実施で
きなかったため、平成２９年度に実施す
る。 
●平成 29 年度中間報告 
・ご意見箱の意見及び改善の取組につい
て、ホームページでの公表等も検討する必
要がある。 
 

基本方針 
安全で質の高い医療サービスの提供を目指し、最新の設備を配置し、豊

富なキャリアを積んだ医師や看護師、コメディカルスタッフがチーム医療
で、患者にとってベストな治療・ケアを行います。 
 引き続き、腹腔鏡下手術やダ・ヴィンチ手術等、患者の身体への負担が
少ない低侵襲手術に取り組みます。  
 患者の意見から、医療やサービス等が適切であるかどうかを検討し、患
者の意見を反映した心温まる医療サービスの提供を目指します。 
 
 
 
○医療サービスについて 
・手術件数（全体）約 1750 件(外科 270 件 整形外科 250 件 形成外科

580 件 腎臓泌尿器科 120 件 産婦人科 120 件 血管
外科 60 件 循環器内科 350 件） 

  
・分娩件数 120 件 
・産科交流会 
 ※母子同士の交流、育児情報の提供等、産後のサポートを行います。 
 
 
 
・医療機器等の整備 
  必要性・採算性などを検討の上、高度医療機器の整備を行います。 
（導入予定機器） 
・乳房Ｘ線撮影装置 
・未稼働手術室関連医療機器等（手術台、モニター、麻酔器等） 
・脳神経外科手術用電子顕微鏡等      
 
主要疾病（4 疾病）に係る医療体制                                                                                                                             
がん      地域がん診療連携拠点病院（近畿大学医学部奈良病院）

と連携のもと精密検査や病理診断、手術療法、化学療法
によるがん治療体制の充実                                                                                                                             

 
脳卒中     近畿大学医学部奈良病院、市立奈良病院との連携のも

と、発病後、できる限り早期に検査・診断・治療できる
体制の確保                                              

  
急性心筋梗塞  緊急の心臓カテーテル検査・ＰＣＩが 24 時間 365 日可 

能な体制の確保                                                                                       
 
糖尿病     かかりつけ医との連携のもと、糖尿病低血糖症等急性増

悪時の治療、慢性合併症の治療の実施              
 
 
 
 
 
○患者満足度の向上について 
・入院・外来患者アンケート調査の実施 
・ご意見箱の内容に対応 
アンケート調査の結果、ご意見箱の意見及びそれに対する改善の取組に

ついて、ホームページ・情報モニター・病院だよりで公表し、市立病院管
理運営協議会へ報告します。 
・院内スタッフ対象の接遇研修の実施 
・待ち時間解消策の実施（自動精算機の利用促進） 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

医療における安全管理に対する取組 
●安全管理マニュアルの策定について 
各部署からリスクマネージャーを選任

し、院内にリスクマネジメント委員会を設
置します。また、リスクマネジメント委員
会は隔週開催し、医療安全管理者を中心に
報告事例をもとにマニュアル化したうえ
便覧を作成、各部署に配布し情報を共有し
ます。 
 
●医療事故に対する対応について 
発生した医療事故については、関係者か

ら医療安全管理者へ迅速に報告し、その報
告をもとに調査を行い、MRM（メディカ
ルリスクマネジメント）委員会で分析した
うえ、医療安全推進委員会で討議し対応の
決定を行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
●院内感染対策について 
感染防止委員会・リンクナース委員会を

それぞれ定期的に開催し、感染症発生の監
視、院内感染の監視、職員の管理（予防接
種等）、事故調査及び防止策の検討、職員
に対する啓蒙と教育など、感染防止に対す
る取り組みを行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○医療における安全管理について 
市民の生命と健康を守る観点から、

医療安全管理規程に基づき、医療安全
管理委員会や院内感染対策委員会を
中心に、インシデント・アクシデント
に関する事例の分析、改善方法の院内
共有など、医療事故の防止と医療安全
対策の強化に努めました。 
 
 
・医療安全管理委員会（5/16、6/20、

7/25、8/15、9/26、10/17、11/21、
12/14、1/18、2/20、3/16 開催） 

・医療安全カンファレンス（毎週 1 回
開催） 
・医療安全ラウンド（10/17 で終了） 
・医療安全勉強会 
（1/16 112 名参加、3/13 76 名参
加） 
 
 
 
 
 
（院内感染対策について） 

継続的に院内感染防止活動に取り
組みました。 
・院内感染対策委員会（毎月 1 回開
催） 
・ICT 合同カンファレンス（偶数月参
加） 
・ICT ラウンド（毎週 1 回開催） 
・感染勉強会  
（5/19 84 名参加、2/20 75 名参加） 
 

○医療における安全管理について 
（医療安全管理体制について） 
市民の生命と健康を守る観点から、

医療安全管理規程に基づき、医療安全
管理委員会や院内感染対策委員会を中
心に、インシデント・アクシデントに関
する事例の分析、改善方法の院内共有
など、医療事故の防止と医療安全対策
の強化に努めました。 
 
・医療安全管理委員会（毎月 1 回開催） 
 
 
・医療安全カンファレンス（毎週 1 回開
催） 
 
・医療安全勉強会 

6/12 67 名参加、6/19 63 名参加 
 
 
 
 
 
 
（院内感染対策について） 
継続的に院内感染防止活動に取り組

みました。 
・院内感染対策委員会（毎月 1 回開催） 
・ICT 合同カンファレンス（偶数月参
加） 
・ICT ラウンド（毎週 1 回開催） 
・感染勉強会  

8/15 76 名参加、8/25 65 名参加 

●平成 29 年度中間報告 
・医療安全に関する取組等について、市民
へ公開する情報や公開の方法等について
も検討する必要がある。 

 

（医療安全管理体制について） 
市民・患者に信頼される安全で安心できる病院を目指して、医療安全管

理委員会を中心に、インシデント・アクシデントに関する事例の分析、改
善方法の院内共有、医療安全研修の実施により、事故防止の要点や対策に
ついて職員に周知徹底することで、医療事故の防止と医療安全対策の強化
に努めます。また、医療安全に関する市民への情報公開の方法等について
も引き続き検討します。 
 
 ・医療安全管理委員会（毎月 1 回開催） 
 ・医療安全カンファレンス（毎週 1 回開催） 
 ・医療安全ラウンド（毎月 1 回開催） 
 ・医療安全勉強会（年 2 回開催） 
 
（医療事故に対する対応について） 
医療事故発生時は、引き続き次の点について徹底し、院内の総力を挙げ

て迅速・的確に対応します。 
・患者の安全確保と救命処置を最優先します。 
・病院内における事故等の報告を速やかに行います。 
・患者・家族への事実の説明を誠実かつ速やかに行います。 
・重大な医療事故の場合は、保健所、警察署等へ速やかに報告・届出を行
います。 

・事故の再発防止策を早期に検討し、職員に周知徹底します。 
 
 
（院内感染対策について） 
院内の全ての人を院内感染から守るため、継続的に院内感染防止活動に

取り組みます。 
・院内感染対策委員会（毎月 1 回開催） 
・ICT 合同カンファレンス（偶数月参加） 
・ICT ラウンド（毎週 1 回開催） 
・感染勉強会（年 2 回開催） 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○地域完結型の医療体制構築への寄与 
地域の病院がそれぞれの機能を分担し、

かかりつけ医との連携も含めた地域完結
型の医療を目指し、また、患者を中心とし
た継続性のある医療を提供するため、前方
連携と後方連携を考慮し、周辺の地域医療
機関との病診連携や病病連携を積極的に
推進する。  
 
地域医療の支援に対する取組 
●在宅支援機能の充実 
地域連携パスや退院支援チーム等の取

組みにより、在宅支援診療所との連携を図
りながら、在宅への移行支援を行ないま
す。また、急性期医療の患者を対象とした
在宅医療システムを検討実施します。具体
的には、在宅患者の増悪事に対応する処
置、入院加療用として 5 床を確保します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●開放型病床の設置 
地域の開業医と連携することにより、診

療の一貫性が実現できることから、医師会
と病床数や運営方法を協議の上、開放型病
床を設置します。 
 
 
●地域医療機関への医療教育プログラム
の提供 
次の取組を検討し、段階的に実施します。 
・診療科による他医療機関との合同症例
検討会の実施 
・院内外の医療従事者に対するTCLS※又
は AHABLS、AHAACLS トレーニング
（ACLS に相当する指定管理者のプログ
ラム）の継続的実施（2 年に 1 回程度） 
・医療機関、救急隊との定期勉強会の実施
（年 2 回程度） 
 
※TCLS 

二次医療機関で行う救命救急における

心肺蘇生法で、アメリカ心臓協会が認定し

ているコースである ACLS のガイドライ

ンに基づいた実際の医療機器を使用した

シミュレーション実習のこと。 
 
 

地域の医療機関との病診・病病連携
を積極的に推進するとともに、介護・
福祉施設との密接な連携を図ること
で、地域医療の充実を図りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○在宅支援機能の充実について 

医療連携登録医や協力医療機関連
携施設等の増に取組み、在宅患者等の
増悪時の受け入れを行いました。 
（平成 29 年 3 月 31 日時点） 
・医療連携登録医    53 施設・
64 名 
・協力医療機関連携施設 41 施設 
 
○地域連携パスは未実施 
 
○退院支援チームは実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○開放型病床は未設置 
 
 
 
 
 
 
○地域医療機関への医療教育プログ
ラムの提供について 

地域医療従事者の資質向上を目的
とした各種症例検討会を実施しまし
た。また、地域の医療従事者にも参加
を求め、医療教育プログラムを実施し
ました。 
 
・病診連携懇話会の開催 2 月 23 日 
30 名（再掲） 
 
・医療教育プログラム 
 新生児蘇生法講習会専門（A)コース 
 第 1 回 6/25・26 30 名参加 

第 2 回 10/23   12 名参加   
 ALSO 11/5・6   19 名参加 
 
・消防本部救急隊との意見交換会 
 
 
 

地域の医療機関との病診・病病連携
を積極的に推進するとともに、介護・福
祉施設との密接な連携を図ることで、
地域医療の充実を図りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○在宅支援機能の充実について 
医療連携登録医や協力医療機関連携

施設等の増に取り組み、在宅患者等の
増悪時の受け入れを行いました。 
（平成 29 年 9 月 30 日時点） 
・医療連携登録医    58 施設・71
名 
・協力医療機関連携施設 43 施設 
 
・地域連携パスは未実施 
 
・退院支援チームは実施 
 
・生駒市医療介護連携ネットワーク協
議会の委員として院長が参加 

 
・生駒市医療介護連携ネットワーク協
議会在宅医療介護推進部会及び入退
院調整マニュアルワーキンググルー
プの委員として地域医療連携室のメ
ディカルソーシャルワーカーが参加 

 
○開放型病床は未設置 
 
 
 
 
 
 
○地域医療機関への医療教育プログラ
ムの提供について 
地域医療従事者の資質向上を目的と

した各種症例検討会を実施しました。
また、地域の医療従事者にも参加を求
め、医療教育プログラムを実施しまし
た。 
 
・医療教育プログラム 
 NCPR(新生児蘇生法)講習会 
 7/15 13 名参加 
 ALSO は 10 月に開催予定 
 
・病診連携懇話会は 1 月に開催予定 
（再掲） 
 
・消防本部救急隊との意見交換会 
 4/19、8/8 実施 
 救急搬送状況、転院搬送状況等 
 

 

○平成 28 年度実施状況調査 
・地域連携パスを実施するためには、各病
棟に専従の看護師又は社会福祉士を確保
する必要がある。 
・開放型病床については、今後、開業医の
ニーズがあれば実施する。 
・TCLS（徳洲会二次救命処置法）などの救
命講習会の実施についても検討する必要
がある。 
 
●平成 29 年度中間報告 
・地域包括ケアシステムの実現に向けて、
市立病院の果たすべき役割を検討してい
く必要がある。 
・新生児蘇生法の講習会は実施している
が、大人に対する蘇生法（TCLS：徳洲会二
次救命処置法）などの救命講習会の実施に
ついても検討する必要がある。 

基本方針 
   地域の医療機関との病診・病病連携を積極的に推進するとともに、介

護・福祉施設との密接な連携を図ることで、地域医療の充実に貢献し
ます。 

 ○在宅支援機能の充実について 
   増加する在宅患者やそのかかりつけ医をサポートする後方支援病院と

しての役割を果たすため、医療連携登録医や協力医療機関連携施設等と
の連携を強化し、在宅患者の入院加療用病床の確保など、在宅患者等の
増悪時の積極的な受け入れを行います。  

   入退院支援チームの推進、生駒市の入退院調整マニュアルの積極的な
活用により、市内等の医療機関や介護事業者等との連絡調整と情報共有
による円滑な入退院の推進を図ります。 

  地域連携パスについては、県の取組事例を参考に県や地域の医療機
関、医師会と協議の上、必要に応じて実施を検討します。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
○開放型病床の設置について 
 開放型病床については、グループ病院の事例等を参考に、地域の医療
機関や医師会と協議の上、必要に応じて実施を検討します。 
 
 

 ○地域医療機関への医療教育プログラムの提供について  
 地域医療従事者の資質向上を目的とした各種症例検討会、講演会、研
修会、交流会を実施します。また、医療教育プログラムへの地域医療従
事者の参加を促進するために、TCLS（徳洲会二次救命処置法）などのプ
ログラムの充実を図るとともに、医療連携登録医をはじめ、地域の病
院、診療所へ往訪し、PR や周知を強化します。 

 ・医療教育プログラム 
 ・病診連携懇話会（再掲） 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

●周辺の他の医療機関との連携 
新病院開院後は、医師会に加入し、医療

機器の相互利用やグループ内専門医によ
る研究会、合同カンファレンスの開催、医
師会枠としての開放病床の取組を進めま
す。  
 また、連携に賛同された医療機関を写真
入りで院内に公開する「かかりつけ医コー
ナー」を設置し、患者が自由に情報収集で
き、希望に応じて紹介状の作成、予約確認
等を行い案内するシステムを構築します。 
 また、地域で必要な医療を確保し、地域
の医療機関との連携等を図る観点から、医
師会の協力のもと、地域の診療所や病院を
支援する医療機関として、将来的には「地
域医療支援病院」の承認を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●地域医療連携推進のための組織・体制及
び方法の整備 
 院内に地域医療連携室を設置し、専任職
員（看護師・MSW・介護職員等で構成）
を配置します。 
 この専任職員が地元医療機関を訪問す
ることによって、地元医療機関のニーズに
応え、相互の紹介をはじめ診療情報等の提
供を行ないます。 
 また、今後、さらなる地域医療連携を推
進するため、医師会等とも十分に協議しな
がら地域共有型電子カルテネットワーク
システムの構築に向けての検討を行いま
す。 
 
 

○周辺の他の医療機関との連携につ
いて 

地域の診療所との地域医療連携の
推進のため、医療機器のオープン利用
件数の増を目指し、予約手続き等の簡
略化を検討しました。 
 
・医療機器のオープン利用件数（年
間） 
 MRI 217件（全利用件数1,748件） 
 CT  54 件（全利用件数 4,943 件） 
 内視鏡 8 件（全利用件数 87 件） 
 エコー 6件（全利用件数 2,834件） 
 

医療連携登録医及び協力医療機関
連携施設の登録数の拡大を目指し、登
録のメリットを PR しました。 
（平成 29 年 3 月 31 日時点）（再掲） 
・医療連携登録医  53 施設・64 名 
・協力医療機関連携施設 41 施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域の医療機関との連携・協力体制を
重視し、紹介された患者の受入れに努
め、病状の安定した患者は、積極的に
「地域のかかりつけ医」へ逆紹介を行
いました。 
・紹介率  31.5% 
・逆紹介率  16% 
・地域（市内）医療機関の市立病院利
用率    67.1% 
 
 
 
 
 
○地域医療連携推進のための組織・体
制及び方法等について 

地域医療連携室の専任職員の退職・
休職に対する補充は次年度となりま
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○周辺の他の医療機関との連携につい
て 
地域の診療所との地域医療連携の推

進のため、医療機器のオープン利用件
数の増を目指し、予約手続き等の簡略
化を検討しました。 
 
・医療機器のオープン利用件数（4～9
月）  

MRI 
CT   
内視鏡  
エコー 

129 件 
29 件 

8 件 
9 件 

（全利用件数 1,029 件） 
（全利用件数 2,819 件） 
（全利用件数 674 件） 
（全利用件数 1,926 件） 

 
医療連携登録医及び協力医療機関連

携施設の登録数の拡大を目指し、登録
のメリットを PR しました。 
（平成 29 年 9 月 30 日時点）（再掲） 
・医療連携登録医  58 施設・71 名 
・協力医療機関連携施設 43 施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域の医療機関との連携・協力体制を
重視し、紹介された患者の受入れに努
め、病状の安定した患者は、積極的に
「地域のかかりつけ医」へ逆紹介を行
いました。 
・紹介率  31.1% 
・逆紹介率  5.0% 
・地域（市内）医療機関の市立病院利用
率     65.1% 
 
 
 
 
 
○地域医療連携推進のための組織・体
制及び方法等について 
地域医療連携室のメディカルソーシ

ャルワーカーを 1 名増員しました。 
 

○平成 28 年度実施状況調査 
・地域医療機関との病病・病診連携の推進、
紹介患者の増加のためには、医師会との連
携は不可欠であり、引き続き入会審査に対
応していく。 
・新たな診療科が増えたり、新たな常勤医
師を確保した場合などは、それにより充実
した医療内容について市民や地域の医療
機関へ積極的に情報提供していく必要が
ある。 

また、地域の診療所から紹介を受けた患
者の状況や診療結果の報告、退院時に紹介
元へ戻す旨の報告・連絡の徹底に加え、紹
介を受けた患者以外でも、病院での治療を
終え症状が落ち着いたら、その後の継続し
た観察を必要に応じて地域の診療所に逆
紹介していく必要がある。 
・地域医療連携を推進するためには、医療
ソーシャルワーカー(ＭＳＷ)を２名以上
確保する必要がある。 
・地域共有型電子カルテネットワークシス
テムの構築に向けて、他病院の動向を勘案
し検討する必要がある。 

 
●平成 29 年度中間報告 
・地域医療機関との病病・病診連携の推進、
紹介患者の増加のためには、医師会との連
携は不可欠であり、引き続き入会審査に対
応していく。 
・地域の診療所から紹介を受けた患者につ
いて、患者の意向により、市立病院で引き
続き診察している場合がある。患者の状況
や診療結果の報告、退院時に紹介元へ戻す
旨の報告・連絡の徹底に加え、紹介を受け
た患者以外でも、病院での治療を終え症状
が落ち着いたら、その後の継続した観察を
必要に応じて地域の診療所に逆紹介して
いく必要がある。 
・地域共有型電子カルテネットワークシス
テムの構築に向けて、西和医療圏地域医療
介護連携推進協議会の動向を勘案し検討
する必要がある。 

○周辺の他の医療機関との連携について 
医師会への入会を目指し、引き続き医療機能等の情報提供等、入会審

査に対応していきます。また、地域の診療所との地域医療連携の推進の
ため、医療機器のオープン利用を引き続き推進します。 
 
 
 
・オープン利用件数（年間） 

   MRI    280 件 
   CT      80 件 
 
 
 
 
医療連携登録医及び協力医療機関連携施設の登録数の増大を目指し、

積極的に PR します。 
  （平成 31 年 3 月 31 日時点） 
 ・医療連携登録医     80 施設 
 ・協力医療機関連携施設  80 施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域の医療機関との連携・協力体制を重視し、紹介された患者の受入

れに努めるとともに、「地域のかかりつけ医」への逆紹介を促進できる
よう手続きの簡略化を検討します。  
 ・紹介率  45％ 
 ・逆紹介率 20％ 
 
 地域連携室の移動により、地域の先生方が気軽に来院してそこで情報
共有ができる体制を整備します。 

 
 
 
 
○地域医療連携推進のための組織・体制及び方法等について 

地域医療連携室の専任職員（看護師 1 名・メディカルソーシャルワ
ーカー2 名・事務職員 2 名）による、円滑な紹介・逆紹介体制を充実し
ます。 

専任職員が地元医療機関を積極的に訪問することによって、地元医
療機関のニーズを把握し、診療情報等の提供を行ないます。 

地域共有型電子カルテネットワークシステムの構築については、やま
と西和ネットへの参加の方向で取り組みます。                          

市が取り組む在宅医療・介護連携推進事業に参画することにより、地
域の医療機関や介護事業者など関係者間の連携強化を図ります。 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○救急医療の充実 
本地域における二次救急医療に対応でき
る中核病院の必要性から、内科系、外科系、
小児科系の二次救急医療の充実を図る。 
 
●救急医療体制 
市内の二次救急体制で中心的な役割を

果たすことを目指し、内科系二次・外科系
一次二次輪番体制へ参加するとともに、北
和小児科二次輪番体制等への参加や休日
夜間応急診療所のバックアップを行いま
す。さらに、救急告示病院として、市消防
本部救急隊との連携連絡を緊密にし、かつ
当直体制を開示し、24 時間体制での救急
受入れをします。 
 
（具体的な体制） 

診療分野 稼働内容
稼働回数(1月あ
たり)

内科系 内科系　5回

外科系 外科系　5回

休日　　2回

夜間　　2回
休日夜間応急診療所の
バックアップ(休日夜間の
一次救急）

10回(※1)

産婦人科
(※2）

奈良県北和産婦人科一次
救急医療体制への参加

10回

市内内科系・外科系一次
二次輪番体制への参加

奈良県北和小児科二次輪
番体制への参加

小児科

 
 
 
（※1）現在、休日夜間応急診療所（メデ
ィカルセンター）で小児科医師が当直して
いる火・木・土・日（うち火・木は 22:00
～24:00 の当直）以外の曜日を小児一次救
急担当日とし、開院当初は、当該担当日の
月・水・金は 20 時から 24 時までは総合
診療医を配置します。ただし、開院後 3 年
を目途に小児科医師を 1 名増員すること
で小児救急の充実を図ります。 
 
（※2）産婦人科については、一次・二次
診療を行います。産婦人科緊急手術、分娩、
ハイリスク分娩に対応します。但し、未熟
児分娩が予想される場合は NICU を有す
る北和三次救急施設と緊密な連携を取り
迅速な対応をします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「断らない」という姿勢のもと、24
時間 365 日受け入れ体制を継続する
とともに、地域住民が安心できる救急
医療体制の充実に取り組みました。 

 
 

 
○救急医療体制について 
 
・救急受入件数 
 1,769 件（市内 919 件、市外 850 件） 
 
・救急応需率 83.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・消防本部救急隊との意見交換会（再
掲） 
 
 
 
・市内内科系二次・外科系一次二次輪
番体制への参加に向けて、引き続き関
係機関と協議を行うとともに、救急患
者の市内受入率の向上を目指し、輪番
病院のバックアップの役割を果たし
ました。 
 
・北和小児科二次輪番体制への参加
に向けて、引き続き関係機関と協議等
を行うとともに、小児科常勤医師の確
保に努めました。 
 
 
・北和産婦人科一次救急医療体制へ
の将来的な参加に向けて、奈良県との
情報交換をしながら、産婦人科常勤医
師の確保に努めました。 
 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 

「断らない」という姿勢のもと、24 時
間 365 日受け入れ体制を継続するとと
もに、地域住民が安心できる救急医療
体制の充実に取り組みました。 

 
 

 
○救急医療体制について 
 
・救急受入件数 
 943 件（市内 559 件、市外 384 件） 
 
・救急応需率 86.0% 
 
・救急告示病床 6 床 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・消防本部救急隊との意見交換会（再
掲） 

4/19、8/8 実施 
 救急搬送状況、転院搬送状況等 
 
・市内内科系二次・外科系一次二次輪番
体制への参加に向けて、救急患者の市
内受入率の向上を目指し、輪番病院の
バックアップの役割を果たしました。 
 
 
 
・北和小児科二次輪番体制への参加に
向けて、北和地区小児科病院輪番体制
参加病院連絡会に参加し、情報交換を
行うとともに、小児科常勤医師の確保
に努めました。 
 
・北和産婦人科一次救急医療体制への
将来的な参加に向けて、産婦人科常勤
医師の確保に努めました。 
 

○平成 28 年度実施状況調査 
・救急受入の実績を提示する等、輪番体制
への参加に向けて引続き関係機関と協議
を行う必要がある。 
 
●平成 29 年度中間報告 
・救急受入の実績を提示する等、輪番体制
への参加に向けて引続き関係機関と協議
を行う必要がある。 
 

基本方針 
救急患者を「断らない」という姿勢のもと、24 時間 365 日受け入れ体

制を整え、地域住民が安心できる救急医療体制の充実を目指します。 
奈良県総合医療センター等との連携のもと、救急患者の状態に応じた

適切な救急医療を実施します。 
 
 
○救急医療体制について 
 
 ・救急受入件数  2,000 件 
 ・救急応需率    90.0％ 
 ・消防本部救急隊との意見交換会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・市内内科系二次・外科系一次二次輪番体制への参加に向けて、引き続
き関係機関と協議を行うとともに、救急患者の市内受入率の向上を目指
し、輪番病院のバックアップの役割を果たします。 
 
 
 
 
・北和小児科二次輪番体制への参加に向けて、奈良県との情報交換をし
ながら、小児科常勤医師の増員に努めます。 
 
 
 
 
・北和産婦人科一次救急医療体制のバックアップの役割を果たします。 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

●救急に対する人員体制 
医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検

査技師及び事務職員の当直体制をとりま
す。 
 
（具体的な体制） 

 人員体制 

通常時 

内科系・外科系医師各 1
名、検査技師・放射線技

師・薬剤師各 1 名の当直

体制 
北和小児科二次

輪番日 
通常時当直体制＋小児

科医師 1 名の当直 
休日夜間応急診

療所のバックア

ップ (小児科 )担
当日 

通常時当直体制＋総合

診療医 1 名を 20 時～24
時の間で配置 

北和産婦人科一

次救急当番日 
通常時当直体制＋産婦

人科医 1 名の当直 
 
 
 
 
 
 
 
 
●診療科毎の対応レベル 

 対応レベル 

内科 
(二次輪番) 

諸検査(CT・MRI・X 線・

血液等)及び緊急入院は

可、二次救急レベルまで

対応可(例：重症の呼吸・

循環・腎不全等は対処不

能) 

外科・整形外科・

脳神経外科 
(二次輪番) 

諸検査(CT・MRI・X 線・

血液等)及び緊急入院は

可、二次救急レベルまで

対応可(例：重症の多発

外傷や重症熱傷等は対

処不能) 

小児科 
(二次輪番) 

諸検査(CT・MRI・X 線・

血液等)及び緊急入院は

可、二次救急レベルまで

対応可 

産婦人科 
(二次輪番) 

諸検査(CT・MRI・X 線・

血液等)及び緊急入院は

可、二次救急レベルまで

対応可(未熟児出産を伴

う早産は未熟児センタ

ーと連携するまで対応

不可) 
 
 
 
 
 
 

○救急に対する人員体制 
救急受入体制として、医師、看護師、

検査技師、放射線技師、薬剤師、事務
職員の当直等、患者数に応じて必要な
人員体制を整備しました。当直・オン
コール体制のさらなる充実を図りま
した。 
 
 （夜間救急受入体制） 
・医師 1 名ないし 2 名の当直 
  専門医によるオンコール体制 
・外来看護師 2・3 名の当直 
・放射線技師、検査技師、薬剤師、事

務職員 各 1 名の当直  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○救急についての診療科毎の対応レ
ベルについて 

休日・夜間の診療対応レベルは、
CT、MRI、X 線、血液等の諸検査及び
緊急入院に対応可能な体制を継続し
た。また、心臓カテーテル検査及び治
療、内視鏡検査及び手術も対応可能な
体制を維持しました。 

産婦人科のハイリスク分娩につい
ては、引き続き奈良県総合医療センタ
ーとの連携体制で対応しました。  

○救急に対する人員体制 
救急受入体制として、医師、看護師、

検査技師、放射線技師、薬剤師、事務職
員の当直等、患者数に応じて必要な人
員体制を整備しています。当直・オンコ
ール体制の充実を図りました。 
 
  
（休日夜間救急受入体制） 
・医師 1 名の当直 
  専門医によるオンコール体制 
・外来看護師 2・3 名の当直 
・放射線技師、検査技師、薬剤師、事務
職員 各 1 名の当直  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○救急についての診療科毎の対応レベ
ルについて 
休日・夜間の診療対応レベルは、CT、

MRI、X 線、血液等の諸検査及び緊急入
院に対応可能な体制を継続した。また、
心臓カテーテル検査及び治療、内視鏡
検査及び手術も対応可能な体制を維持
しました。 
産婦人科のハイリスク分娩について

は、引き続き奈良県総合医療センター
との連携体制で対応しました。    

○平成 28 年度実施状況調査 
・病院事業計画に掲げる内科系・外科系医
師各１名の当直体制がとれるよう、常勤医
師を確保する必要がある。 

特に、当直・オンコール体制に参加でき
る脳神経外科の常勤医師を確保する必要
がある。 

 
●平成 29 年度中間報告 
・病院事業計画に掲げる内科系・外科系医
師各１名の当直体制がとれるよう、常勤医
師を確保する必要がある。 
・特に、当直・オンコール体制に参加でき
る脳神経外科の常勤医師を確保する必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

○救急に対する人員体制 
救急受入体制として、医師、看護師、検査技師、放射線技師、薬剤

師、事務職員の当直等、患者数に応じて必要な人員体制を引き続き整備
します。特に脳神経外科の常勤医師の確保に努め、当直・オンコール体
制のさらなる充実を目指します。 
 
 
 
（夜間救急受入体制） 
・医師 1 名の夜間時間外担当医及び 1 名の常勤当直医  
    専門医によるオンコール体制 
・外来看護師 2・3 名の当直 
・放射線技師、検査技師、薬剤師、事務職員 各 1 名の当直  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○救急についての診療科毎の対応レベルについて 
休日・夜間の診療対応レベルは、CT、MRI、X 線、血液等の諸検査及

び緊急入院に対応可能な体制を継続します。また、CAG による心臓カ
テーテル検査及び治療、内視鏡検査及び手術にも対応可能な体制を充実
します。 
 産婦人科のハイリスク分娩については、引き続き奈良県総合医療セン
ターとの連携体制で対応します。 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○小児医療の充実 
本地域における小児二次医療の充実の必
要性から、地域医療機関との役割分担のも
と、二次医療までの対応が可能な小児医療
を提供する。 
 
 
 
 
 
 

小児の救急対応、入院患者の受入れ
等小児二次医療体制の整備に努めま
した。 

 
○小児医療体制について 
・医師の人員体制は、常勤医師の確保
を目指したが退職となった。継続求人
中。 
・北和小児科二次輪番体制への参加
はできなかった。 
 
 
 

小児の救急対応、入院患者の受入れ
等小児二次医療体制の整備に努めまし
た。 
 
○小児医療体制について 
・常勤医師 2 名体制を目指し、1 名は平
成 30 年 1 月から着任予定、もう 1 名を
求人中。 
 
・稼動病床数は 4 床 
 
・北和小児科二次輪番体制への参加は
できていない。 

○平成 28 年度実施状況調査 
・入院医療及び小児救急を充実させるため
には、当直が可能な常勤医師を複数人確保
する必要がある。 
 
●平成 29 年度中間報告 
・入院医療及び小児救急を実施するために
は、当直が可能な常勤医師を複数人確保す
る必要がある。 
 
 
 
 

基本方針 
小児の救急対応、入院患者の受入れ等小児二次医療体制の整備を行い

ます。 
 
○小児医療体制について 
・医師の人員体制は、常勤医師の確保により、常勤医師 2名体制を目指
します。 
・北和小児科二次輪番体制への参加を目指します。 
・小児アレルギー外来など、小児医療分野の拡充を検討します。 
 
 
 
 

１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○災害時医療の確保 
大規模災害時において、傷病者の受入れや
医療救護に対応可能な応急用医療資機材
等を備えるなど、災害に対する緊急対応が
できる機能を確保する。 
 

大規模災害時において、傷病者の受
入れや医療救護に対応可能な体制を
引き続き整備しました。 
 
○災害時医療体制の確立について 

生駒市立病院災害対策マニュアル
に沿って現場スタッフによる実地訓
練を行いました。 
・6/9 消防訓練 
（通報訓練・初期消火訓練・避難誘導

訓練） 
・12/4 生駒市総合防災訓練 
（トリアージ・患者受入訓練） 

大規模災害時において、傷病者の受
入れや医療救護に対応可能な体制整備
をはじめ、機能の強化に努めました。 
 
○災害時医療体制の確立について 
・8/29 消防訓練 
（消防設備の確認・初期消火訓練） 
 なお、通報訓練・避難誘導訓練は、下
半期に実施予定。 

・9/10 奈良県総合防災訓練 
（トリアージ・患者受入訓練） 

 
 

基本方針 
 大規模災害時において、傷病者の受入れや医療救護に対応可能な体制
を引き続き整備します。 
 
○災害時医療体制の確立について 
生駒市立病院災害対策マニュアルに沿って現場スタッフによる実地訓

練を行います。 
・消防訓練 
 （通報訓練・初期消火訓練・避難誘導訓練） 
・防災訓練 
 （トリアージ・患者受入訓練・机上訓練） 
 
 

１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○予防医療の啓発 
市立病院であることから、市民の公衆衛生
意識の高揚を図るための講習を行うなど、
市の保健行政と連携し、保健知識の啓発を
図る。 
 
 
 
●疾病予防機能の強化について 
疾病予防に向けて、メタボリック・シンド
ロームや生活習慣病等についての医療講
演会を定例的に開催します。（講演会の講
師は医師、看護師、管理栄養士、理学療法
士等病院内のスタッフや院外の医療従事
者が務めます。） また、市民健診や予防
接種について、市医師会と連携して、二次
健診の分担等の協力体制を整備します。 
 

市民の疾病予防と疾病の早期発見・
早期治療、重症化の防止を目的とし
て、医療に関する基礎知識や最新の情
報を医療講演会を通して提供しまし
た。 
 また、市民健診や予防接種について
は、実施体制の整備と共に関係機関等
と協議を行い、適宜実施しました。 
 
○疾病予防機能の強化について 

胃がん、乳がん、子宮頸がん検診な
ど未実施の健診については、実施体制
の整備と共に関係機関等と協議を行
いました。 
・医療講演会（自治会等各種団体への

出張講座を含む） 
  40 講座 参加者 1,806 名  
・市民健診 
 大腸がん検診         104 件  
 肝炎ウイルス検診        17 件 
 特定健診          802 件 
 一般健診         599 件 
 人間ドック・脳ドック   400 件 
 その他団体健診等      995 件 
 
・高齢者インフルエンザ予防接種 
 自己負担金免除対象者   250 件 

市民の疾病予防と疾病の早期発見・
早期治療、重症化の防止を目的として、
医療に関する基礎知識や最新の情報を
医療講演会を通して提供しました。 
 また、市民健診や予防接種について
は、実施体制の整備と共に関係機関等
と協議を行い、適宜実施しました。 
 
 
○疾病予防機能の強化について 
胃がん検診については、9 月 1 日から

胃カメラ検診を実施できるようになり
ました。 
 
・医療講演会（再掲） 
  25 講座 参加者 1,262 名 
・市民健診 
大腸がん検診         47 件  

 胃がん検診        14 件   
 肝炎ウイルス検診        12 件 
 特定健診          427 件 
 一般健診         324 件 
 人間ドック・脳ドック   247 件 
 その他団体健診等      876 件  
 
・高齢者インフルエンザ予防接種は下
半期に実施予定 
 

○平成 28 年度実施状況調査 
・認知症やうつ病など、市立病院のスタッ
フでは対応できない分野について、院外の
医療従事者による講演会を開催する取組
みも必要である。 
・胃がん、乳がん、子宮頸がん検診など未
実施の健診については、実施体制の整備と
共に関係団体等と協議を行い、適宜実施し
ていくことが必要である。 

 

●平成 29 年度中間報告 

・乳がん、子宮頸がん検診など未実施の健
診については、実施体制の整備とともに関
係団体等と協議を行い、引き続き適宜実施
していくことが必要である。 

 

 
 
 

基本方針 
市民の疾病予防と疾病の早期発見・早期治療、重症化の防止を目的と

して、医療に関する基礎知識や最新の情報を医療講演会を通して提供し
ます。 
 また、市民健診や予防接種については、実施体制の整備と共に関係機
関等と協議を行い、適宜拡充していきます。 
 
 
 
○疾病予防機能の強化について 
市民への予防医療の啓発として、認知症やうつ病、発達障害など、市

民の要望が多いものの市立病院スタッフで対応できない分野について、
市が実施する医療講演会等を支援します。 
 乳がん検診など未実施の健診については、実施体制の整備と共に関係
機関等と協議を行い、実施を検討します。 
 
・医療講演会（自治会等各種団体への出張講座含む） 
   月 4 回程度実施  
・市民健診 
  胃内視鏡検診            160 件          
  大腸がん検診         200 件  
  肝炎ウイルス検診        50 件 
 特定健診        1,000 件 

  一般健診         550 件 
 人間ドック・脳ドック   500 件 

  その他団体健診等    1,000 件 
 
・高齢者定期予防接種 
   インフルエンザ      250 件 
   肺炎球菌              180 件 
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病院事業計画(平成 27 年 11 月改定) 平成 28 年度 事業報告 平成 29 年度 中間報告 課題 平成 30 年度 生駒市立病院 事業計画書 

１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○市民参加による運営 
条例で設置された市民の代表が参加す

る病院事業推進委員会において、運営の基
本となる病院事業計画、指定管理者との協
定及び運営状況の改善について審議し、市
民参加による病院運営を実現する。 
 
 

市立病院の運営状況等について、
病院事業推進委員会や市立病院管理
運営協議会等を通して、市民等に情
報を提供するとともに、市民参加に
よる病院運営を行いました。また、
市民にとって親しみを感じられる病
院を目指し、各種市民交流行事を開
催しました。   
                         
○市民の意見の反映の仕組み                                                    
ご意見箱の意見及び改善の取組みに
ついて院内掲示、病院事業推進委員
会や市立病院管理運営協議会への報
告など市民等に周知しました。 
 
・市立病院管理運営協議会開催 
・ご意見箱の内容に対応（再掲） 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
○市民交流事業について             
 市立病院ロビーコンサートなど市
民交流事業を広く市民に周知し、実施
しました。 
 
・市立病院ロビーコンサート 

ムジークフェストなら 2016 
6／16 約 300 名参加 

 奈良県大芸術祭 
10／30 65 名参加 
 

・サマーフェスタ＆親子見学会 
 8／20 82 名参加  

市立病院の運営状況等について、市
立病院管理運営協議会等を通して、市
民等に情報を提供するとともに、市民
参加による病院運営を行いました。ま
た、市民にとって親しみを感じられる
病院を目指し、各種市民交流行事を開
催しました。   
                         
 
○市民の意見の反映の仕組み                                              
・市立病院管理運営協議会開催 
 
・入院・外来患者アンケート調査実施 
（Ｈ29.5）（再掲） 
患者満足度（総合評価の評点） 
入院 80.6 点（有効件数 102 件） 
外来 79.3 点（有効件数 407 件） 
 

・ご意見箱の内容に対応（再掲） 
ご意見箱の意見による改善の取組に

ついて、１階中央待合室の掲示板に掲
示するとともに、情報発信モニターに
掲載しました。また、生駒市立病院管
理運営協議会へ報告しました。  

 
○市民交流事業について             
 市立病院ロビーコンサートなど市民
交流事業を広く市民に周知し、実施し
ました。 
 
・健康フェスティバル 
 6/4 約 700 名参加  
・市立病院ロビーコンサート 
ムジークフェストなら 2017 
6/11 約 140 名参加 

   
○市民ボランティア 
 市立病院 4 階中庭の植栽の手入れ等 

○平成 28 年度実施状況調査 
・より多数の市民に参加していただけるよ
う、広報を強化することが必要である。 
 
●平成 29 年度中間報告 
・ご意見箱の意見及び改善の取組みについ
て、ホームページでの公表等も検討する必
要がある。 
 
 
 

基本方針 
 市立病院の運営状況等について、病院事業推進委員会や市立病院管理
運営協議会等を通して、市民等に情報を提供するとともに、市民等の意
見を聴取することで、市民参加による病院運営を推進します。また、市
民にとって親しみを感じられる病院を目指し、各種市民交流行事を開催
します。 
 
 
 
○市民の意見の反映の仕組み 
入院・外来患者アンケート調査の結果、ご意見箱の意見及び改善の取

組みについて、院内掲示、ホームページでの公表、病院事業推進委員会
や市立病院管理運営協議会への報告など広く市民等に周知します。 
また、年度事業報告書に係る実施状況調査（中間報告を含む）につい

て市立病院管理運営協議会等で評価、意見聴取し、年度事業計画に反映
します。 
 
・市立病院管理運営協議会 
・入院・外来患者アンケート調査（再掲） 
・ご意見箱の内容に対する対応（再掲） 
 
 
 
 
 
○市民交流事業について 
 市立病院での院内コンサートなど市民交流事業の開催について、広く
広報します。 
 
・健康フェスティバル 
・院内コンサート 
 

１病院の基本方針 
新病院のコンセプト 
○環境に配慮した運営 
新病院の運営にあたっては、環境マネジ

メントシステムである ISO（国際標準化機
構）14000 シリーズの認証取得を目指す。 
 

引き続き市の環境マネジメントシ
ステムのエコオフィスに取組みまし
た。 
・ミックスペーパーなど資源ごみの

分別回収を強化しました。 
・引き続き日々の電気・ガス・水道使
用料を毎朝のミーティングで幹部職
員に周知し、院内での省エネルギー化
の啓発を図りました。  

引き続き市の環境マネジメントシス
テムのエコオフィスに取組みました。 
・ミックスペーパーなど資源ごみの分
別回収を強化しました。 

・引き続き日々の電気・ガス・水道使用
料を毎朝のミーティングで幹部職員
に周知し、院内での省エネルギー化
に努めました。  

 基本方針 
引き続き市の環境マネジメントシステムのエコオフィスの取組を推進

します。 
・ミックスペーパーなど資源ごみの分別回収を強化します。 
・日々の電気・ガス・水道使用料を毎朝のミーティングで幹部職員に周
知することで、院内での省エネルギー化の啓発を図ります。 
 

 


